
資料③第９期 栗東市高齢者福祉計画・介護保険事業計画　取組照会
　　　　　　年度別計画

令和6年度計画

☆ 出前トーク
長寿福祉課
（地域支援係）

口腔、栄養、薬剤に関する
出前トークメニューの実施。

☆ フレイル予防
長寿福祉課
（地域支援係）

いきいき百歳体操継続支援
時に参加者のニーズに応じ
てフレイル状態の把握を行
い、専門職が個別相談など
必要な支援を行う。

☆
トレーニング機器解放
事業

長寿福祉課
（地域支援係）

午前の部：月～金の8時45
分から12時
午後の部：月及び金の13時
30分から16時
いずれも祝日は除く

☆ 栗東１００歳大学
長寿福祉課
（地域支援係）

入学式：8月20日
8月22日～2月6日　全25回

☆
広報（折込チラシ）
「ワンランク上のじぶ
ん！」

長寿福祉課
（地域支援係）

介護予防に関する情報をＡ４
両面で発信。6月、10月、2
月に発行予定

☆
いきいき百歳体操・か
みかみ百歳体操の啓
発及び実践継続支援

長寿福祉課
（地域支援係）

実践継続団体への継続支援
（情報提供、年1回の専門職
派遣等）

☆
いきいき活動ポイント事
業

長寿福祉課
（高齢福祉係）

個人宅でのボランティアの受
け入れを希望する人、ボラン
ティアをしようとする人、それ
ぞれの拡大に務めるととも
に、ボランティア調整後の
キャンセルを減らす。

☆
栗東１００歳大学卒業
生支援

長寿福祉課
（地域支援係）

100歳大学卒業後に自分に
あった地域活動が行えるよう
に、市内でボランティア活動
等を行っている団体への見
学、体験会を実施予定。

☆ 医療専門職の活用
長寿福祉課
（地域支援係）

いきいき百歳体操実践者の
うち訪問指導が必要な人に
対して、管理栄養士や歯科
衛生士、言語聴覚士の派遣
を行う。

☆ 健康づくり推進協議会 健康増進課

「第３次健康りっとう21」をもと
に、関係機関の取り組みと、
市民が健康づくりに取り組み
やすい環境づくりを推進して
いくため、健康づくり推進協議
会を８月、２月頃に開催し共
通認識のもとに事業実施、啓
発を行います。

☆ 歯科保健専門委員会 健康増進課

令和６年３月に策定された第
３次健康りっとう21における
歯科保健領域の取り組みに
ついて関係機関で課題を共
有し、予防歯科推進に向け
て改善点や検討事項につい
て協議していきます。１０月
頃に開催予定。

☆
あなたの健康ささえ隊
協力事業所における啓
発

健康増進課

年2回「あなたの健康ささえ
隊協力事業所」45店舗、市
内医療機関、歯科医院、薬
局、公共機関に健康啓発チ
ラシ「プロジェクトW」を設置し
てもらうよう依頼します。
1回目の依頼時には上記に
併せて大塚製薬株式会社な
らびにびわこ薬剤師会との協
働事業の周知および熱中症
対策についての周知啓発を
依頼します。

☆
民間団体等と協働によ
る健康づくりの情報提

供
健康増進課

大塚製薬株式会社、びわこ
薬剤師会との協働事業第3
弾として食育標語コンテスト
を実施します。
12月に民生委員を対象に心
の健康づくり講演会を開催し
ます。

出前トークやコミュニティセンター等での講座でフレ
イル予防の視点も含めた介護予防の啓発に積極
的に取り組みます。また、住民主体の通いの場
で、住民のニーズに応じてフレイル状態の把握を
行い、必要な支援につないでいきます。
また、人生100歳時代に向けた取組みとして、シニ
アが活躍できるまちづくりの観点から栗東100歳大
学の開講と卒業生支援を実施します。

介護予防普
及啓発事業

地域介護予
防活動支援
事業

高齢者一人ひとりが主体的かつ継続的に身近な
地域において介護予防（筋力運動）活動に取り組
むことができるよう、引き続き、さまざまな団体・個
人との連携を積極的に図り、「いきいき百歳体操」
の実践団体を増やします。
また、介護予防につながる地域の「集いの場・サロ
ン」の充実を図ります。
あわせて、高齢者自身の社会参加活動を通じた
介護予防の推進を図るため、介護支援ボランティ
ア制度「いきいき活動ポイント事業」を実施し、事
業の周知を図ります。
住民主体の通い場に医療専門職を派遣するなど
して、関係部局が行う生活習慣病の疾病予防・重
症化予防等の保健事業と一体的に介護予防事
業を実施します。
なお、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い活
動を自粛していた状況も見られることから、活動再
開や参加率向上に向けた取組みを推進します。

基本
方向

具体
的施
策

計画
書
施策

具体的な
事業

担当課個別事業名事業内容
100歳
条例

健
康
と
生
き
が
い
づ
く
り
の
推
進

介
護
予
防
・
健
康
づ
く
り
の
推
進

健康寿命の延伸に向け、将来の生活習慣病の予
防及び健康づくりのための、健康に関する情報提
供や啓発などの取組みを展開します。あわせて、
「栗東市健康づくり推進協議会」の開催を通じて、
市民や関係機関、行政の連携を強化することで市
民が地域で健康づくりに取り組みやすい環境づくり
を推進し、市民一人ひとりの主体的かつ継続的な
健康づくりを支援します。

健康づくりの
推進

1-1)-④

1-1)-③

1-1)-①

1-1)-②

栗東100歳大学卒業生や地域コミュニティづくりに
関係する団体等に対して、地域や社会に役立つ
活動に関する情報提供を行います。また、既にボ
ランティア活動等を実践している団体同士のつな
がりや地域ささえあい推進員との連携を図り、地域
での主体的な実践につながるよう支援します。
介護予防に取り組む必要のある実践希望者に対
し、その人が暮らしの中で取り組むことができる方
法で、より効果的な介護予防が実践できるよう医
療専門職の人材を活用します。

効果的な介
護予防に向
けた社会資
源の活用

第９期計画_進捗管理表　会議用 - 1 - １ 健康と生きがいづくり 1



資料③第９期 栗東市高齢者福祉計画・介護保険事業計画　取組照会
　　　　　　年度別計画

令和6年度計画

基本
方向

具体
的施
策

計画
書
施策

具体的な
事業

担当課個別事業名事業内容
100歳
条例

☆
第３次栗東市食育推
進計画の推進

健康増進課

第４次栗東市食育推進計画
策定に向け、策定会議を４回
開催します。素案策定後は、
パブリックコメントを実施し３月
に完成する予定です。

☆ 出前トーク
長寿福祉課
（地域支援係）

低栄養に関し、出前トークの
継続実施。【再掲1-1）-①】

☆

後期高齢者健康診査
結核・肝炎ウイルス・胃
がん・肺がん・大腸が
ん・乳がん・子宮がん
検診

健康増進課

・各種がん検診について全国
健康保険協会が実施する特
定健診（集団）と同時に実施
します。

・肺がん検診の受診機会を
増やせるように、医療機関の
委託先を検討していきます。

☆ 特定保健指導 健康増進課

特定健康診査の結果で対象
者を選定し、特定保健指導
を実施する。また、特定保健
指導の充実と質を担保する
ため、プロポーザル方式によ
る受託者選定を行います。

☆

高齢者に対する個別
的支援（高齢者一体
化事業ハイリスクアプ
ローチ）

健康増進課

・生活習慣病等重症化予防
として健診後異常値放置者
に対して受診勧奨・保健指
導を実施する。昨年度、健
康状態不明者訪問にて、Ⅲ
度高血圧者で医療機関未受
診者に対して、健診案内を
行います。
・栗東中学校区、葉山中学
校区の健康状態不明者に対
して訪問し、実態把握を行い
ます。
・多剤内服者へ服薬情報通
知を行います。また、併用禁
忌者へ服薬指導を行いま
す。

☆ 国保特定健康診査等 保険年金課

特定健診受診者の自己負担
金無料化を継続し、協会け
んぽとの共催による集団健診
を実施する（年5回）。
また未受診者に対しては、対
象者の特徴に合わせた受診
勧奨通知を４回に分けて送
付するとともに、電話による勧
奨（10月）も実施する。

☆ 節目歯科健診事業 保険年金課

年度内に20,30,40,50,60,70
歳を迎える国保被保険者を
対象として、節目歯科健診
事業を実施し、疾病予防を
図る。
未受診者については１０月に
勧奨通知を送付する。

☆
健康スマホポイント事
業

保険年金課

健康アプリ「BIWA-TEKU」事
業について、昨年度に引き続
き市広報やHPへの掲載によ
る周知を行い、ユーザー数の
増加を図る。
またアプリ内にポイントが取得
できる健康イベント情報を掲
載して参加を促すとともに、
賞品確保のため企業への協
賛品提供依頼等を行う。

☆ はつらつ教養大学 生涯学習課

高齢者の生きがいづくりや生
涯学習への関心を向上して
いただくため、「いつでも」「ど
こでも」「だれでも」「いつまで
も」学習できる機会を、各コ
ミュニティセンターにおいて提
供し、多くの方に参加してもら
う。
年5回（5、7、9、11、2月）

☆ 講師派遣等事業
スポーツ・文化
振興課（歴史
民俗博物館）

講座・サロン等への講師派遣
や資料提供
目標値：年間5回

☆ 博物館活用事業
スポーツ・文化
振興課（歴史
民俗博物館）

高齢者福祉施設による移築
民家旧中島家旧中島家住
宅の利用
目標値：年間1回

生
き
が
い
づ
く
り
の
推
進

健康寿命の延伸に向け、関係機関が連携しなが
ら生涯にわたる健康づくりのための望ましい生活習
慣の形成と健全な食生活の実践を推進します。

食育の推進

健康診査、がん検診並びに節目年齢での歯科健
（検）診等を実施するとともに、それらの周知・啓
発、情報提供を行うなどして健（検）診が受けやす
い体制づくりを進め、疾病予防や重症化予防に努
めます。
高齢者への保健事業については、介護予防・フレ
イル予防と一体的に実施し、生活習慣病等の疾
病予防・重症化予防を図っていきます。
また、健康スマホポイント事業（BIWA-TEKU）等市
民に対する健康づくり事業の周知を進め、自身で
の健康づくりの一助として活用するとともに、特定
健康診査の受診勧奨等を通じて、受診率の向上
に取り組みます。

1-1)-⑥

はつらつ教養大学や生涯学習講座などの社会教
育事業とともに、各コミュニティセンターにおいて高
齢者の生きがいづくりや生涯学習への関心を高め
る講座を開催し、地域の個性を活かした生涯学習
の推進に努めます。また、学習の成果を地域社会
に活かすことができるしくみづくりなどをあわせて進
めます。
生涯学習の一環として歴史・民俗をテーマに、学
区・自治会・自主グループ等で開催される講座・
サロン等への講師派遣や資料提供を行います。ま
た、脳を活性化し、気持ちを元気にしていただくア
プローチとして、高齢福祉施設利用者を対象に、
昔の体験に思いをめぐらしながら、心和やかに過ご
していただく場（居場所）を提供します。

生涯学習の
支援と充実

1-2)-①

1-1)-⑤

高齢者の疾
病予防・重
症化防止
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基本
方向

具体
的施
策

計画
書
施策

具体的な
事業

担当課個別事業名事業内容
100歳
条例

1-2)-②
文化・芸術
活動の推進

心豊かに暮らす上で重要となる文化・芸術活動と
のふれあいの場づくりをめざして、市民の自主的な
文化活動を促進するとともに、文化祭・美術展・音
楽活動などの活動を支援します。

☆
文化活動推進事業、
文化協会補助事業、
音楽活動奨励事業

スポーツ・文化
振興課

・文化協会・音楽振興会活
動への補助金の支出。
・コンサート・文化祭・美術展
を開催。

1-2)-③

生涯スポー
ツなどの普
及

スポーツ推進委員が支援を行い、地域でニュース
ポーツ大会を開催するなど高齢者一人ひとりの体
力や年齢、目的などに応じて楽しむことができるレ
クリエーションや軽スポーツ、生涯スポーツ活動な
どの普及・支援を図るとともに、総合型地域スポー
ツクラブやスポーツ関係団体の主体的な活動を
支援し、生涯スポーツ推進体制の強化を図りま
す。

☆

スポーツ推進委員設
置事業、学校体育施
設開放事業、各種大
会開催事業、生涯ス
ポーツ振興事業、栗東
市体育協会補助事
業、体育振興事業

スポーツ・文化
振興課

・スポーツ推進委員が中心と
なって、地域・学区単位での
生涯スポーツ活動などを実
施。
・ニュースポーツの出前講座
等を開催し、地域でのスポー
ツの普及を図る。

1-2)-④

高齢者の生
きがいと健
康づくり推進
事業の実施

高齢者の生きがいと健康づくり活動の活発化、及
び参加者同士の交流の場となり、社会参加が促
進されるよう、高齢者自らの企画による「栗東市高
齢者の生きがいと健康づくり推進事業」（生きがい
実践交流大会、手作り作品展、健康ウォーキング
等）を実施します。

☆
栗東市高齢者の生き
がいと健康づくり推進
事業

長寿福祉課
（高齢福祉係）

高齢者自らの企画により、生
きがい実践交流大会・手作り
作品展、グランドゴルフ大
会、健康ウォーキング等を実
施する。

老人福祉センター管理
運営事業

長寿福祉課
（高齢福祉係）

趣味やレクリエーション、世代
間交流など、地域の特性に
応じた様々な活動を常時企
画し、高齢者の交流や研修
の場を提供する。また、老人
福祉センターの利用者の拡
大に向け、短時間利用の調
整などを実施。

ひだまりの家における
老人福祉センター機能

ひだまりの家

老人福祉センター機能にお
けるデイサービス事業により
高齢者同士のふれあい交流
を通じて生きがいを高め、介
護予防につなげていきます。

1-3)-①

老人クラブ
活動への支
援

高齢者の健康づくり・介護予防活動の充実や社会
貢献活動、また、高齢者の日常生活を支える地
域支援活動への参画を促し、仲間づくりを基礎に
互いに支え合う活動を促進するため、今後も引き
続き、老人クラブへの支援を進めます。

☆ 老人クラブ活動補助
長寿福祉課
（高齢福祉係）

活動補助により、地域の高齢
者が仲間作りを基礎に相互
に支え合い、社会貢献をする
活動を支援する。

1-3)-②

高齢者のボ
ランティア活
動などへの
参加促進と
活動団体の
育成・支援

　高齢者のボランティア活動や社会参加への契機
につながる介護支援ボランティア制度「いきいき活
動ポイント事業」の周知と登録を進めます。
　また、社会福祉協議会や地域団体、ボランティ
ア団体、地域ささえあい推進員などの連携により、
効果的な活動が展開されるようネットワークづくりな
どを進め、高齢者が地域活動やボランティア活動
などに気軽に参加しやすい環境づくりに努めます。
　また、介護サービス提供時間中の有償での取組
みも含めたボランティア活動や、就労的活動によ
る社会参加の促進などに向け、取組み事例につい
て情報提供していきます。

☆
いきいき活動ポイント事
業

長寿福祉課
（高齢福祉係）

個人宅でのボランティアの受
け入れを希望する人、ボラン
ティアをしようとする人、それ
ぞれの拡大に務めるととも
に、ボランティア調整後の
キャンセルを減らす。

1-3-③

高齢者の就
労の機会づ
くり

長年の人生の中で培ってきた経験や優れた能
力、技能を持つ高齢者が自己の能力を活かした
就業機会を得られるよう、また、社会参加による生
きがいづくりにつながるよう、シルバー人材センター
の取組みに対して支援を行います。

☆
高年齢者労働能力
活用事業等補助金

商工観光労
政課

高齢者の就業機会の拡
大、および会員数の増大

☆

高
齢
者
の
社
会
参
加
の
促
進

1-2)-⑤

老人福祉セ
ンターの運
営

老人福祉センターにおいて、健康相談や趣味・教
養の向上、レクリエーションなど、さまざまな活動の
場や機会を提供し、介護予防の観点から高齢者
の健康増進に努めます。また、高齢者の主体的な
生きがいづくりや仲間づくり、社会貢献活動を支援
し、その活動拠点として幅広く活用できるよう支援
します。
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い外出の機
会が減っている高齢者などに対し、短時間での利
用についても配慮するなどし、利用促進を図りま
す。
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　　　　　　年度別計画

令和6年度計画

☆
小学校単位で地域課
題に取り組む仕組みづ
くり

社会福祉課

社会福祉協議会との連携
・運営補助金等による支援
・社会福祉協議会との定例
会実施等による情報共有
・地域福祉計画と社会福祉
協議会の地域福祉活動計画
との個別関連事業の情報共
有を図る。

☆
市民社会貢献活動促
進事業

自治振興課

元気創造まちづくり助成金の
交付、交流の機会や情報共
有の充実。
協働事業提案制度の実施。
ふるさと納税を活用した未来
へつなぐ市民活動応援事業
の実施。

☆

CSWの配置とCSWを
中心とした地域支援
ネットワークの構築に向
けた支援
栗東市重層的支援推
進会議の設置

社会福祉課

CSWの配置支援の実施
・重層的支援推進事業によ
る取組。
・CSWと各関係課や自立支
援相談員との情報連携を図
るため、生活困窮者自立支
援調整会議等（毎月1回開
催）を開催。
・属性、世代に拘わらず包括
的に相談を受け止め、課題
を抱える者及びその世帯に
対し関係課等及び関係機関
と連携し、支援を行うため、
包括化推進員及び連携推進
員を配置する。
・支援者支援会議、支援者
支援推進会議等を必要に応
じて開催し、各課と情報共有
するとともに、支援プランを検
討する。

☆ 社会福祉課

社会福祉協議会との連携
・運営補助金等による支援
・社会福祉協議会との定例
会実施等による情報共有
・地域福祉計画と社会福祉
協議会の地域福祉活動計画
との個別関連事業の情報共
有を図る。

☆
長寿福祉課
（地域支援係）

地域ささえあい推進員、
NPO、学識経験者と定例協
議を行い、社会資源の現状
や今後の支え合いの仕組み
づくりについて協議を行いま
す。

☆
民生委員・児童委員

活動支援
社会福祉課

民生委員児童委員会協議
会への支援
・民生児童委員協議会連合
会への活動費補助
・定例役員会やその前の正
副会長会へ参加（毎月1回）
し、民生委員児童委員間の
地域課題の把握のため、連
携を密にし、情報共有を図る
とともに、ともに地域課題の解
決に向け協力していく。

☆ 生活困窮者への支援 社会福祉課

生活困窮者自立支援相談
事業の実施
・生活困窮者自立支援調整
会議を毎月1回開催し、相談
案件について関係課、関係
機関と協議して支援方法に
ついて検討する。

2-1)-② ☆

「おでかけシルバーマ
マ、パパ」の開催等、市
内児童館での子育て
ネットワークづくり

子育て支援課

シルバー人材センターの子
育てサークル事業と協働し、
市内の9児童館において年１
回、「おでかけシルバーママ・
パパ」事業を開催し、「三世
代交流」や「地域社会との関
わり」のきっかけづくりに取り組
みます。

☆
各園における世代間交
流事業

幼児課

各園にて園児と高齢者世代
と園内や地域に出向いての
交流等を年間を通して実施
します。幅広い世代とのかか
わりを大切にしながら、人とか
かわる喜びを感じ、地域と園
が身近な存在となるよう交流
を進めていきます。

100歳
条例

事業内容 個別事業名 担当課
基本
方向

具体
的施
策

計画
書
施策
番号

具体的な
事業

互
い
に
助
け
合
う
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

地
域
の
つ
な
が
り
づ
く
り
の
推
進

2-1)-①

誰もが安心
して暮らせ
るネットワー
クづくり

地域におけるさまざまな課題を把握し、解決してい
くためには、さまざまな分野を越えて、人と資源が
つながり、ネットワークを構築することが必要です。
また、ネットワークを支援する専門機関の技術を
向上させ、機能を強化することも求められます。地
域住民と民生委員児童委員、コミュニティソー
シャルワーカー（ＣＳＷ）、ボランティア団体、社会
福祉法人、ＮＰＯ団体、社会福祉協議会、行政な
どが連携し、互いに情報交換や情報共有をするこ
とで、地域の課題を解決するしくみをつくります。必
要な人に必要な支援が届く暮らしやすい地域づく

りをめざします。

高齢者がさまざまな機会を通じ、子どもや若者な
ど幅広い世代との関りがもてるように、関係各課と
連携しながら企画を実施し、世代間交流活動を
促進します。

社会福祉協議会との
連携
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第9期 栗東市高齢者福祉計画・介護保険事業計画　取組照会
　　　　　　年度別計画

令和6年度計画

100歳
条例

事業内容 個別事業名 担当課
基本
方向

具体
的施
策

計画
書
施策
番号

具体的な
事業

☆ 放課後こども教室 生涯学習課

子どもの居場所づくりと世代
間交流を大きな柱として、小
学校区単位で「放課後子ども
教室」事業を実施するにあた
り、ボランティアスタッフとして
運営に携わっていただき、子
どもたちとの交流を深めてい
ただく。実施については全て
の小学校区での開催を目指
す。

☆
地域コミュニティ推進
事業、地域コミュニティ
センター管理運営事業

自治振興課

自治会へ自治会活動交付
金を交付、地域振興協議会
へ事業補助、また、コミュニ
ティセンターへ管理運営補
助を実施。

☆
市民社会貢献活動促
進事業（再掲）

自治振興課

元気創造まちづくり助成金の
交付、交流の機会や情報共
有の充実。
協働事業提案制度の実施。
ふるさと納税を活用した未来
へつなぐ市民活動応援事業
の実施。

☆
新たな活動を興したい
人への活動支援

長寿福祉課
（地域支援係）

地域の市民活動団体との交
流を通じ、新たに活動をした
い人に積極的な支援（立ち
上げ、活動が軌道に乗るまで
のフォロー）を行います。

☆
潜在している住民の集
い場等の顕在化

長寿福祉課
（地域支援係）

地域に出向き発見した集い
場や助け合い活動について、
「 地域ささえあい推進員
ニュース」として発行し、啓発
を行います。

☆

既存の通いの場やサロ
ン、老人クラブなどの
実践団体への活動支
援

長寿福祉課
（地域支援係）

社会福祉協議会や老人クラ
ブ連合会などと連携し、既存
の実践団体のニーズに応じ
て、活動の後方支援を行い
ます。

☆

地域コミュニティ推進
事業、地域コミュニティ
センター管理運営（再
掲）

自治振興課

自治会へ自治会活動交付
金を交付、地域振興協議会
へ事業補助、また、コミュニ
ティセンターへ管理運営補
助を実施。

☆ 社会福祉課

民生委員児童委員会協議
会への支援
・民生児童委員協議会連合
会への活動費補助
・定例役員会やその前の正
副会長会へ参加（毎月1回）
し、民生委員児童委員間の
地域課題の把握のため、連
携を密にし、情報共有を図る
とともに、ともに地域課題の解
決に向け協力していく。

☆
長寿福祉課
（地域支援係）

地域ささえあい推進員と連携
し、高齢者だけではなく、世
代や背景の異なる人とがとも
に交流し、自然と支え合う関
係となるよう支援します。

☆
福祉と人権のまちづくり
の推進

ひだまりの家

地域福祉の向上として、隣保
館デイサービス事業をはじめ
自主活動学級、各種相談業
務、各種講座などの隣保館
事業を通じて、お互いの交流
を深め、人権意識の向上を
図っていきます。

2-2)-③
地域福祉の
推進

栗東市地域福祉計画に基づき、「つながり支え合
い誰もが安心して暮らせるまちづくり」に向けて、住
民や関係団体・事業所、社会福祉協議会等との
連携による各取組みを推進します。

☆ 地域福祉計画の推進 社会福祉課

「つながり支えあい、誰もが安
心して暮らせるまちづくり」を
目指し、「制度の狭間を生み
出さない包括的な支援体制
の構築」、「市民の地域福祉
への参画促進と人材の育
成」を行うため、第４期地域
福祉計画の進捗管理を行
う。

2-2)-②

2-2)-①
生活支援体
制の整備

世代間交流
活動の推進

暮らしを支
える豊かな
地域づくり

地域のつながりの強化

高齢者や障がい者、子どもなど世代や背景の異
なるすべての人々の生活の本拠である地域を基
盤として人と人とのつながりを育むことで、誰もが尊
重され、その人らしい生活を実現できる社会を構
築していくことにつながります。地域ささえあい推進
員と連携して、地域の社会資源の把握と支え合い
のしくみづくりを支援します。
部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃に向
け、多くの人のふれあいを大切にする「福祉と人権
のまちづくり」の拠点施設であるひだまりの家におい
て、自主活動学級や隣保館デイサービス事業、
各種相談業務、各種講座などの充実を図ります。

住民同士で行われている日常的な助け合いを顕
在化し、維持・発展できるよう実践団体と一緒に
考えることや、またつながりがない地域、世代に新
たなつながりが創出できるよう、地域ささえあい推
進員等が、地域のニーズを把握し住民の思いに
寄り添った支援をしていきます。
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地域包括支援センター
の円滑かつ適切な運
営

長寿福祉課
（地域支援係）

地域包括支援センター運営
協議会の実施　２回/年

地域包括支援センター
運営の充実

長寿福祉課
（地域支援係）

毎月1回各地域包括支援セ
ンターのセンター長と意思統
一、意見交換、協議する機
会を設ける。

地域包括支援センター
職員の資質向上

長寿福祉課
（地域支援係）

国・県等が主催する地域包
括支援センターの業務に関
連する各種研修会への積極
的参加。

身近な圏域での地域
ケア会議

長寿福祉課
（地域支援係）

総合相談等による把握され
た個別事例において、課題
解決に向けて幅広い視点か
らの協議が必要な場合に個
別地域ケア会議を実施しま
す。

日常生活圏域毎の地
域ケア会議

長寿福祉課
（地域支援係）

各地域包括支援センターに
て、個別支援の実践を振り返
りつつ、地域課題を整理する
圏域地域ケア会議を実施し
ます。

市レベル地域ケア会議
長寿福祉課
（高齢福祉係）

個々の地域ケア会議等から
地域の福祉課題を整理・集
約し、市の高齢者施策におけ
る政策形成への反映に向け
た地域包括ケアシステム推
進会議を計画的に開催しま
す。

3-1)-③
総合相談・
支援の充実

複雑化・複合化した課題を抱える世帯（ヤングケア
ラー等）への適切な支援につながるよう、関係課や
関係機関との連携を強化します。

総合相談支援事業
長寿福祉課
（地域支援係）

課題を抱える世帯への適切
な支援につながるよう、地域
包括支援センターが関係機
関と連携しながら相談に応じ
ます。

長寿福祉課
（地域支援係）

個々の相談の中で、必要に
応じて介護保険の利用や介
護休業制度について説明し
ます。

長寿福祉課
（介護保険係）

要介護認定の際に介護休業
のリーフレット等をを配布して
制度周知を図ります。

「介護離職ゼロ」に向け
た施設整備

長寿福祉課
（介護保険係）

令和８年度開所に向けて、グ
ループホームの整備を推進
します。

3-2)-①
相談支援の
体制整備

在宅医療・介護にかかる担い手である医療職、介
護職を支援するための相談支援の充実を図り、周
知を行います。また、病院と診療所の円滑な連携
体制の構築に努めます。 相談窓口の設置運営

長寿福祉課
（地域支援係）

在宅医療介護介護連携推
進センターに、医療介護連
携に関する相談窓口を設
置。また、看取り時の代診体
制づくりを医師会と共に推
進。

在宅医療・介護連携に
関する課題の整理

長寿福祉課
（地域支援係）

在宅医療介護連携推進セン
ターを中心に課題抽出を行
い、取り組むべき課題整理を
市とともに行います。

在宅医療・介護関係
者の研修開催

長寿福祉課
（地域支援係）

ACPや認知症、身寄りのない
人への支援に関する研修会
を開催します。

在宅療養手帳の活用
促進

長寿福祉課
（地域支援係）

在宅療養生活における本
人・家族・多職種間の情報
共有を図る連携ツールとして
手帳の活用を促します。

入退院支援における病
院とケアマネジャーの
連携手引きの活用促
進

長寿福祉課
（地域支援係）

保健所が開催する会議への
参画および、病院とケアマネ
ジャーの連携手引きの活用
を促します。

「介護離職者ゼロ」に向けて介護と仕事の両立が
図れるよう、「介護離職者ゼロ」につながるサービス
及び家族介護者への支援の充実を図ります。
また、介護と仕事の両立に関する情報や制度につ
いて、要介護認定の更新時等に周知・啓発を進め
るとともに、庁内関係部局の連携により、企業等へ
の職場環境改善に関する啓発に努めます。

人材不足が深刻化し、医療介護分野でもＡＩの導
入やロボット化が進む中で、これまで以上に高齢者
一人ひとりが安心して尊厳のある生き方を続けら
れるよう、在宅療養手帳や入退院支援における病
院とケアマネジャーの連携手引きを活用することに
加え、担い手同士のより細やかな情報交換・情報
共有を図ります。また、多職種の業務や専門性、
役割を理解し連携が促進されるよう、研修会や多
職種マッチング会を開催し、さらなる関係構築に努
めます。
また、今後稼働する「かかりつけ医機能報告」等を
踏まえて、在宅医療・介護連携の体制充実に努め
ます。

在宅医療・
介護を支援
する多機
関・多職種
間の関係構

築

3-2)-②

3-1)-②

3-1)-④

「介護離職
者ゼロ」の視
点を持った
家族介護者
支援の充実

在
宅
医
療
と
介
護
の
連
携

本
人
ら
し
い
暮
ら
し
を
可
能
に
す
る
包
括
的
支
援
の
充
実

担当課個別事業名
基本
方向

具体
的施
策

計画
書
施策
番号

具体的な
事業

事業内容
100歳
条例

介護休業制度等の啓
発

地域包括支援センターの円滑かつ適切な運営及
び公正、中立性の確保のために「栗東市地域包
括支援センター・地域密着型サービス運営協議
会」において必要な事項を協議します。
また、各種研修による職員の資質向上や「地域包
括支援センター長会」での協議、庁内関係課との
連携強化等を通じて、日常生活圏域ごとに設置し
た地域包括支援センターにおける高齢者の総合
相談、権利擁護などの包括的支援事業の充実を
図ります。

3-1)-①

地域包括支
援センター
の機能強化

個別ケースの対応から、地域課題としての視点を
持ち地域の課題解決に向けた取組みを行うため、
日常生活圏域や、より身近な圏域での「地域ケア
会議」を開催します。また、個々の地域ケア会議や
関係機関からの情報により地域の福祉課題を整
理・集約し、市の高齢者施策における政策形成へ
の反映に向けて、市レベルの地域包括ケアシステ
ム推進会議を開催します。
また、自立支援に向けた取組みを強化するため、
事例検討会等を通じて、市とケアマネジャーや介
護サービス事業所等が自立支援について共通認
識を持ち、自立支援に向けたケアプラン作成に活
かします。

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
包
括
ケ
ア
の
推
進

地域ケア会
議の充実
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第９期 栗東市高齢者福祉計画・介護保険事業計画　取組照会
　　　　　　年度別計画

令和6年度計画
担当課個別事業名

基本
方向

具体
的施
策

計画
書
施策
番号

具体的な
事業

事業内容
100歳
条例

まちづくり出前トーク
長寿福祉課
（地域支援係）

在宅療養に関する出前トーク
を実施します。

☆ 生き方カフェ
長寿福祉課
（地域支援係）

地域包括支援センターと介
護者の会共催による生き方
カフェを3回実施。

かかりつけ医・かかりつ
け歯科医・かかりつけ
薬局の啓発

長寿福祉課
（地域支援係）

窓口や相談支援において必
要時啓発していきます。

☆
未来ノート（エンディン
グノート）の普及・啓発

長寿福祉課
（地域支援係）

人生の最期における意思決
定支援のツールとして、「未
来ノート（エンディングノート）」
を長寿福祉課窓口や地域包
括支援センターの個別支
援、生き方カフェ、出前トーク
等で啓発します。

3-2)-④
在宅看取り
の体制強化

在宅での看取りを希望している人が住み慣れた場
で最期を迎えることができるよう、かかりつけ医の不
在時の代診や代診医と訪問看護の連携強化など
体制づくりに努めます。

☆ 代診体制づくり
長寿福祉課
（地域支援係）

市内の訪問診療を行ってい
る医師を中心とした在宅医
療ネット会議の開催（４回）

3-2)-⑤

地域の医療
介護資源の
活用

適時適切な支援を行えるよう医療介護資源リスト
を定期更新し、その活用を図ります。

医療介護資源リストの
更新

長寿福祉課
（地域支援係）

医療介護資源リストの更新、
関係機関への配布。

3-2)-⑥

二次医療圏
内・関係市
町の連携

広域的な取組みを要する課題や連携に必要な事
項について、県や周辺市町との協議を実施しま
す。

入退院支援における病
院とケアマネジャーの
連携手引きの活用と普
及

長寿福祉課
（地域支援係）

入退院支援における病院と
ケアマネジャーの連携手引き
の活用促進【3-2)-②再掲】

☆
災害時避難行動要支
援者登録

社会福祉課

災害時避難行動要支援者
登録制度の推進と活用

☆ 出前トーク 危機管理課

高齢者などを対象とした防災
意識の高揚を目的とした出
前トークの実施

☆
自主防災・自衛消防
組織の育成

危機管理課

地域防災力の向上のため、
地域での防災訓練などへの
支援や自衛消防連絡協議
会によるリーダー研修会の開
催

3-3)-②

防災・感染
症対策の取
組みの推進

災害及び感染症が発生した場合も、介護サービス
事業所が必要なサービスを継続して提供できるよ
う、研修及び訓練の実施を支援します。

情報の提供および必
要物資の備蓄

長寿福祉課
（介護保険係）

業務継続計画（ＢＣＰ）の策
定を推進します。

☆ 出前トーク 危機管理課

高齢者をターゲットとした振り
込め詐欺などの特殊詐欺に
巻き込まれないための予防
啓発を目的とし、老人クラブ
などを対象とした出前トーク
の実施

☆ 防犯情報の提供 危機管理課

特殊詐欺の発生や予防啓発
を目的とした防犯情報メール
の配信や市ホームページ掲
載による啓発

☆ 消費生活相談 自治振興課

専門の相談員による消費生
活相談の実施

3-3)-④
交通安全の
推進

参加・体験・実践型の交通安全教育を推進するた
め、関係団体などと連携して、高齢者等を対象に
した交通安全シニアカレッジ等交通安全教室を開
催します。
また、自転車が関係する交通事故の防止にあた
り、自転車利用五則の推進を図るため、関係機
関・交通安全推進団体と連携した自転車安全運
転教育に取り組みます。

☆ 交通安全教室等 土木交通課

高齢者を対象とした交通安
全教室(シニアカレッジ)を計
画通り実施する。

☆
買い物支援等サービス
協力事業者

長寿福祉課
（高齢福祉係）

事業者に対して、機会を捉え
て協力を依頼する。
掲載を希望する事業者の情
報を随時、市ホームページに
掲載する。

医療や介護が必要になったときに必要なサービス
を適切に選択できるよう、出前講座や市民研修会
を通じた在宅医療・介護の情報提供や啓発を行い
ます。
また、普段から診療や健康管理について気軽に相
談することによって、病気の予防や悪化を防ぎ、生
活の質を高められるよう、身近な開業医を「かかり
つけ医」として啓発するほか、「かかりつけ歯科
医」、「かかりつけ薬局」についてさまざまな機会で
啓発を行います。
市民が在宅医療・介護連携について理解し、高齢
者本人が望む在宅療養生活が選択できるよう、出
前講座や、各圏域地域包括支援センターが行う
「大切な人や自分の最期を考え『生き方を見つめ
る』集い（生き方カフェ）」を通じて情報提供を行い
ます。
また、上記の取組みを通じて、人生の最期におけ
る意思決定支援のツールとして、「未来ノート（エン
ディングノート）」の普及啓発を図ります。

地域住民へ
の普及啓発

3-2)-③

3-3)-①

災害など緊
急時の支援
体制の強化

災害時の避難に支援や配慮が必要な人を地域で
把握し、避難を手助けし、助け合えるしくみづくりを
進めます。
また、防災に関する出前トークや講演会、防災リー
ダー研修会の開催、防災訓練の充実など、防災
意識を高める啓発活動を推進し、自主防災組織
や地域防災リーダーによる、地域ぐるみの防災活
動「自助」「共助」の意識の高揚に努め、地域防災
力の充実を図ります。

安
心
で
き
る
住
ま
い
の
環

3-4)-➀ 公共交通機
関の充実や
買物等生活
支援業者の
情報提供な
ど、日常生
活への支援
の充実

「地域公共交通計画」の策定・推進を図り、買い物
弱者支援等、高齢者等が住み慣れた地域で快適
に住み続けられる環境づくりを進めます。
また、外出が困難な高齢者のため、買物等生活
支援業者の情報を収集し、情報発信します。

地域での自主防犯活動が積極的に展開されるよ
う、出前トークや連絡会、情報交換会の開催を通
じた組織の育成、活性化や防犯意識の高揚を図
るとともに、防犯情報メールの配信や市ホーム
ページへの掲載など防犯環境の整備に努めます。
また、高齢者などが消費者被害に遭わないよう、
関係機関との連携による消費生活相談を推進す
るとともに、さまざまな機会や媒体を通じて、消費
者問題や被害の未然防止の方法に関する啓発を
行います。

3-3)-③

防犯・消費
者被害防止
に向けた取
組みの推進

安
全
な
暮
ら
し
の
確
保
と
日
頃
か
ら
の
備
え
の
充
実
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第９期 栗東市高齢者福祉計画・介護保険事業計画　取組照会
　　　　　　年度別計画

令和6年度計画
担当課個別事業名

基本
方向

具体
的施
策

計画
書
施策
番号

具体的な
事業

事業内容
100歳
条例

くりちゃんバス・タクシー 土木交通課

今年度においても引き続きバ
スフォローアップ調査を実施
する。

☆
交通、買い物など生活
支援サービス体制の整

備
土木交通課

今年度においても引き続きバ
スフォローアップ調査を実施
する。

3-4)-②

健康・福祉
のまちづくり
の推進

すべての市民が安全で快適にいきいきと活躍でき
る都市の実現をめざし、ノーマライゼーションの考え
方のもと、栗東駅周辺を重点地区として、公共公
益施設や鉄道駅、公園など多くの市民が利用する
施設及びその周辺において一体的なバリアフリー
化を進めます。

栗東市バリアフリー基
本構想

土木交通課

栗東駅周辺地区における点
字ブロック整備を引き続き実
施する。

木造住宅耐震改修等
事業

住宅課

住宅所有者等に対して耐震
化の必要性に係る普及・啓
発を実施。

市営住宅管理事業 住宅課

空室状況に合わせて市営住
宅の入居募集を実施。また、
ＬＳＡ配置による生活相談等
を継続実施。

生活援助員配置等事
業

長寿福祉課
（高齢福祉係）

シルバーハウジング（手原団
地、下戸山団地）の団らん室
に生活援助員を配置するとと
もに、生活見守りセンサーに
おいて安否確認を行う。

空家等対策事業 住宅課

国・県からの情報取集や周
知に努めるとともに、空家等
の利活用に向けた相談体制
の充実を図ります。

自立相談支援事業 社会福祉課

生活面に困難を抱える高齢
者に対して相談を行い、関係
課・関係機関と連携し支援を
行う。
住まいに関しては、住居確保
給付金の該当者に家賃補助
を行う。

総合相談支援事業
長寿福祉課
（地域支援係）

地域包括支援センターが総
合相談支援の一環で他課等
と連携して相談に応じます。

高齢者向け賃貸住宅
の情報提供

住宅課

高齢者に関連する各種施策
の情報収集の実施。

情報連携の強化と施
設整備

長寿福祉課
（介護保険係）

令和6年１０月に特定施設入
居者生活介護（介護付有料
老人ホーム）開所予定。

3-4)-④

高齢者向け
の住まいに
関する情報
連携の強化

高齢者を含めた住居確保要配慮者に対して、市
営住宅への適切かつ円滑な入居対応を図ります。
高齢者の住まいに関する相談について、県と連携
を図り、住居支援協議会や居住支援法人、高齢
者の住まいに関する制度等について情報提供しま

す。

3-4)-③

高齢者が安
心して暮ら
せる住環境
の整備と安
定的確保

地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いま
ちづくりを進めることを目的に、昭和56年５月以前
に建てられた耐震性が劣る木造住宅に対し、耐震
化（バリアフリー化含む）に対する支援を行うととも
に、その必要性を周知します。
高齢者向け住まいの確保にあたり、持家や賃貸住
宅の住宅改修支援に加え、住宅確保要配慮者円
滑入居賃貸住宅、その他多様な介護ニーズの受
け皿となっている有料老人ホーム及びサービス付
き高齢者向け住宅等の高齢者向けの住まいにつ
いて、県と連携して設置状況等の情報連携を図り
ます。

環
境
づ
く
り
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第9期 栗東市高齢者福祉計画・介護保険事業計画　取組照会
　　　　　　年度別計画

令和6年度計画

☆
学校での認知症サ
ポーター養成講座の
実施

学校教育課

学校での認知症サポーター
養成講座の開催を支援して
いく。

☆
認知症サポーター養
成講座の実施

長寿福祉課
（地域支援係）

小学校や企業に向けて認知
症サポーター養成講座の実
施を呼びかけ、認知症サ
ポーター養成講座を実施し、
認知症の理解の促進を図り
ます。

☆
認知症にやさしい店の
普及・推進

長寿福祉課
（地域支援係）

認知症地域支援推進員が
市内企業や事業所等に認知
症サポーター養成講座を実
施後、「認知症の人にやさし
い店」に認定・登録を行いま
す。

☆
認知症地域支援推進
員座談会

長寿福祉課
（地域支援係）

各圏域の認知症地域支援推
進員と行政担当者にて認知
症施策に関する協議を実施
します。

☆ 認知症カフェ
長寿福祉課
（地域支援係）

認知症カフェを実施している
主体と市の認知症施策の方
向性を共有し、今後のあり方
等を共に考えていく。

☆ キャラバン・メイト活動
長寿福祉課
（地域支援係）

2か月に1回、キャラバン・メイ
ト連絡会を開催し、メイト活動
や認知症啓発など検討を行
う。また、キャラバン・メイト養
成研修を実施し、新たなキャ
ラバンメイトを養成し、活動を
活発にしていきます。

☆ チームオレンジの構築
長寿福祉課
（地域支援係）

チームオレンジ構築に向け、
研修会の参加、関係機関と
検討・協議を行います。

4-1)-④

認知症に関
する身近な
相談窓口づ
くりと情報提
供の充実

地域包括支援センター等が、認知症について相
談できる窓口であることの認識が広まるよう、認知
症サポーター養成講座等を通じた啓発・周知を行
います。また、認知症に関する理解が促進される
よう、認知症ケアパスをはじめ市広報紙や窓口の
他あらゆる媒体を通じた幅広い情報提供に努め、
地域の身近な人が、認知症に気づき、支援が必
要な人が相談先につながることができるような環境
づくりを進めます。

認知症に関する身近
な相談窓口の周知・啓
発

長寿福祉課
（地域支援係）

認知症サポーター養成講座
や地域に出向く際・ケママネ
連絡会などを通じて、認知症
ケアパスの紹介や地域包括
支援センター等の相談窓口
の啓発を実施します。

認知症初期集中支援
事業の実施

長寿福祉課
（地域支援係）

毎月1回初期集中支援チー
ム員会議を実施します。
認知症初期集中支援チーム
検討委員会においてチーム
員の活動について評価を実
施します。

医療・介護の連携支援
体制づくり

長寿福祉課
（地域支援係）

認知症地域支援推進員等
が、個別支援を通じて、認知
症に関する情報提供や相談
等について、「医療機関受診
連絡票」を活用して医療機
関に正確な情報提供を行い
ます。

4-2)-②

専門職への
認知症に関
する研修等
の実施

ケアマネジャー等が認知症の人の生活を専門的
な視点でアセスメントし、本人の意思を尊重したサ
ポートだけでなく、家族介護者の介護負担軽減に
も配慮できるよう、多職種で学べる機会を設けま
す。

認知症専門職研修
長寿福祉課
（地域支援係）

認知症がある人への支援に
関する多職種事例検討会を
開催します（年1回）。

4-2)-③

認知症にか
かる医療と
介護の連携

認知症初期集中支援チーム員と認知症地域支援
推進員などの連携により、チーム員会議や地域ケ
ア会議で課題を明確にし、医療と介護の連携シス
テムの構築に努めます。
また、ケアマネジャー等が医療機関受診連絡票を
用いて本人の認知面について医師に正確に伝達
し、医師との連携を深めます。

草津栗東認知症連携
カンファレンス

長寿福祉課
（地域支援係）

草津栗東認知症連携カン
ファレンスにおいて、医師を
中心に多職種に対してどのよ
うな研修内容が良いのかを
検討し研修会を開催します。

4-2)-①

初期集中支
援チームに
よる支援体
制の充実

初期集中支援事業実施要綱に基づき、初期集中
支援事業を実施します。また、初期集中支援チー
ム員を中心に医療と介護が適切に提供できるよ
う、地域包括支援センター・地域密着型サービス
運営協議会で課題や解決方法について検討する
など、関係機関の連携による本人と家族双方を支
えられる体制の充実を図ります。また、相談のあっ
た事例を積み重ねることで、チーム員の支援機能
の強化を図ります。

100歳
条例

4-1)-②

安心につな
がる協働に
よる地域見
守り体制と
居場所づくり

各圏域に配置した認知症地域支援推進員とともに
支援事例の検討の積み重ねから見えてきた課題
を明らかにして、その課題をもとに、地域ぐるみで
進める認知症施策について協議検討を行います。
認知症地域支援推進員や地域密着型事業者等
と協働し、認知症カフェの取組み内容や地域サロ
ンの在り方を検討するなど、認知症の人や家族も
気軽に立ち寄り、相談できる場づくりに努めます。ま
た、認知症になっても安心して暮らすことができる
よう、居場所に通うことで互いに自然と声かけや見
守りができる関係づくりを行います。

4-1)-①

認知症に対
する理解の
促進

認知症地域支援推進員や認知症キャラバン・メイ
ト等を中心に、学校・市民団体・企業での認知症
サポーター養成講座の充実を図ることや、世界ア
ルツハイマーデーを中心とした認知症啓発活動な
どで、幅広い世代に働きかけ、認知症の正しい理
解の促進に努めます。また、このような機会を通じ
て、認知症の人やその家族の声を拾い上げ、発信
できるよう努めます。
認知症の人ができる限り通いの場に参加し続ける
ことや住み慣れた地域で暮らし続けることが本人
発信の場となり、地域の認知症に対する理解も深
まることから、認知症になっても変わらず生活し続
けられる支援を行っていきます。

計画
書
施策

具体的な
事業

事業内容

認
知
症

「
共
生

」
「
予
防

」
の
推
進
と
一
人
ひ
と
り
の
尊
厳
保
持

個別事業名 担当課
基本
方向

具体
的施
策
認
知
症

「
共
生

」
「
予
防

」
の
推
進

認
知
症
の
容
態
に
応
じ
た
適
時
・
適
切
な
医
療
・
介
護
の
提
供

4-1)-③

認知症地域
支援体制の
強化

 認知症地域支援体制の強化主体的に活動できる
新たなキャラバン・メイトの育成や現キャラバン・メ
イトのスキルアップ等のための交流会・連絡会を開
催します。
また、地域のサロンや団体等に参加していた人が
認知症になっても、できる限り慣れ親しんだ場所へ
通い続けられるよう、地域住民が認知症サポー
ター養成講座等で学び、認知症地域支援推進員
をコーディネーター役として認知症の人やその家
族、地域住民への支援を行います。
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100歳
条例

計画
書
施策

具体的な
事業

事業内容 個別事業名 担当課
基本
方向

具体
的施
策

4-2)-④
認知症ケア
パスの活用

「認知症ケアパス」の活用を図り、本人並びに家族
が状況を理解することや、見通しを持つことで、本
人の自立支援への働きかけや介護負担の軽減に
つなげます。

認知症ケアパスの活用
長寿福祉課
（地域支援係）

各居宅介護支援事業所や
地域包括支援センターでの
個別支援の際に活用。地域
に出向く際やケアマネ連絡会
などを通じて、市民への配布
啓発を実施します。

認知症の人を介護す
る家族への支援

長寿福祉課
（地域支援係）

個別ケース支援を通じて、家
族の心身の負担軽減に配慮
し、必要な支援、調整を実施
します。
【 再掲 4-1)- ②認知症カ
フェ、4-2)-①初期集中支
援事業の実施、4-2)-④認
知症ケアパス】

介護者の会活動補助
長寿福祉課
（高齢福祉係）

活動助成により介護に関する
正しい理解の推進や介護者
相互の交流を図り、介護の不
安感、孤独感を払拭する活
動を支援する。

徘徊高齢者家族支援
サービス事業

長寿福祉課
（高齢福祉係）

行方不明高齢者位置情報シ
ステム利用助成金制度につ
いて周知を行い、利用者の
拡大に努める。

認知症高齢者事前登
録制度

長寿福祉課
（高齢福祉係）

行方不明のおそれのある高
齢者等を事前に登録すること
によって、行方不明時に早期
発見、保護する仕組みを図
り、本人が安心して生活でき
る確保と家族等の負担を軽
減する。

認知症高齢者等損害
賠償責任保険

長寿福祉課

認知症高齢者等及びその家
族が地域で安心して暮らし続
けられるよう、認知症高齢者
等が日常生活における偶然
の事故により第三者に対して
法律上の損害賠償席にを
負った場合にこれを補償する
ための個人賠償責任保険を
実施します。

行方不明高齢者SOS
ネットワーク

長寿福祉課
（高齢福祉係）

新しくできた介護事務所や、
企業（認知症サポーター養
成講座を受けた、もしくは県
や市と認知症高齢者の見守
りについて協定を結んだ、認
知症について理解のある企
業）に対し、制度を周知し登
録を依頼する。

4-2)-⑥
若年性認知
症への支援

県内の認知症疾患医療センターに設置されている
若年性認知症支援コーディネーターと連携し、個
別ケースの支援を図ります。

若年性認知症支援
コーディネーターとの連
携

長寿福祉課
（地域支援係）

県に配置されている若年性
認知症支援コーディネーター
と連携し個別ケースを支援し
ます。

4-3)-①

高齢者虐待
防止に関す
る意識づくり

地域包括支援センターとともに地域の団体や市民
等に対して、出前講座を通じて高齢者虐待の防止
に対する正しい理解の促進を図るとともに、市広報
紙やホームページで周知・啓発に努めます。
また、関係機関や事業所に対して虐待の防止の
視点、早期発見・対応の重要性について周知しま
す。

高齢者虐待防止に関
する意識づくり・周知啓
発

長寿福祉課
（高齢福祉係）

虐待に対する理解の促進の
ため、広報等で周知・啓発を
行う。
また、地域の団体、市民、関
係機関や事業所に対して虐
待防止の視点、早期発見・
対応の重要性について出前
講座等を通じて周知を図る。

虐待ケース検討会議
の開催

長寿福祉課
（高齢福祉係）

高齢者の権利擁護に係る検
討会を月１回開催。また、必
要性に応じて拡大ケース会
議都度開催する。

定例虐待ケース会議
の開催

長寿福祉課
（高齢福祉係）

虐待定例会を月１回開催す
る。

高齢者虐待対応支援
事業

長寿福祉課
（高齢福祉係）

高齢者虐待対応支援ネット
を活用し、弁護士と社会福
祉士からの助言を受け、虐
待解消に向けた支援や養護
者支援を行う。

総合相談事業
長寿福祉課
（高齢福祉係）

高齢者虐待の防止に向けて
3圏域の地域包括支援セン
ター職員及び多職種連携に
おける研修会・事例検討によ
り対応力の向上を図る。

4-3)-③

高齢者虐待
に関する相
談支援や対
応の充実

地域包括支援センターにおける高齢者虐待に関
する相談支援の充実を図るとともに、虐待の防止
や早期対応ができるようになるため、対応事例の
振り返りや、虐待防止法に基づく調査結果の分析
により、マニュアル等の見直しを行い、対応力の向
上に努めます。

4-3)-②

高齢者虐待
ケース検討
会議、定例
虐待ケース
会議の開催

関係機関や専門機関と連携し、虐待の解消に向
けた協議ができるよう、ケース検討会議等の適時
開催に努めます。

高
齢
者
虐
待
防
止
の
取
組
み
の
推
進

4-2)-⑤
介護家族に
対する支援

認知症の人を介護する家族の心身の負担の軽減
を図るため、初期集中支援チーム員の訪問での
支援や認知症ケアパスの活用の周知を行うととも
に、介護者の会等と連携し、相談内容に応じて介
護者の会や認知症カフェへの参加勧奨を行うな
ど、各活動を支援します。
高齢者が行方不明になったときの早期発見に向
け、行方不明高齢者位置情報システムの利用助
成制度や認知症高齢者等事前登録制度の周知
を図るとともに、一般企業等とも連携した行方不明
高齢者ＳＯＳネットワーク事業を実施します。
また、認知症の人が法律上の損害賠償責任を
負ってしまった場合に、本人や家族の負担を軽減
できるよう支援策を検討します。
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100歳
条例

計画
書
施策

具体的な
事業

事業内容 個別事業名 担当課
基本
方向

具体
的施
策

4-4)-①

成年後見制
度の普及啓
発

成年後見制度に関する市民の理解を深めるため、
「なんでも相談会」「出張相談会」や市民向け講座
を通じた啓発について、湖南４市での「成年後見セ
ンターもだま」への委託により推進します。

成年後見制度利用促
進事業

長寿福祉課
（高齢福祉係）

「なんでも相談会」「出張相
談会」の相談会や市民向け
の講座を通して、啓発事業を
実施する。

成年後見制度利用支
援事業

長寿福祉課
（高齢福祉係）

申立て時の費用が捻出でき
ない、または被後見人等で
報酬費の支払いが出来ない
もの対して、申立て費用また
は報酬費の一部または全部
を助成する。

国の成年後見制度利
用促進基本計画に基
づく取り組み

長寿福祉課
（高齢福祉係）

国の成年後見制度利用促進
基本計画に基づく中核機関
を設置し、既存の取り組みの
充実や新たな機能整備、
ネットワークの仕組みづくりに
ついて取り組む。また、各関
連計画に利用促進について
具体的に盛り込んでいく。

4-4)-③

地域福祉権
利擁護事業
（日常生活
自立支援事
業）の利用
促進・利用
支援

判断能力が十分でない高齢者の日常生活を支援
するため、栗東市社会福祉協議会において実施
する福祉サービスなどの利用援助、日常生活上の
金銭管理などの直接的なサービスを提供する地
域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）
の利用支援や周知を進めます。

地域福祉権利擁護事
業の利用支援・周知

長寿福祉課
（高齢福祉係）

社会福祉協議会と連携し
て、事業の周知に努める。

高齢者の権利擁護に
かかる検討会

長寿福祉課
（高齢福祉係）

高齢者の権利擁護に係る検
討会を月１回開催。また、必
要に応じて虐待判定・対応
方針の会議を都度開催す
る。

成年後見市長申立
長寿福祉課
（高齢福祉係）

申立を行う親族がいない等
の事情で申立ができない高
齢者に対して市長申立を行
う。

措置入所
長寿福祉課
（高齢福祉係）

保護が必要な高齢者に対
し、措置により養護老人ホー
ム等へ入所させる。

4-4)-⑤

高齢者の権
利を守るた
めのネット
ワークの構
築

一人ひとりの尊厳の保持の視点に立ち、高齢者の
権利擁護の推進のため、民生委員児童委員、警
察、行方不明高齢者ＳＯＳネットワーク登録事業所
との連携を考慮しつつ、関係機関や地域団体等の
ネットワークの在り方について検討を続けます。

高齢者の権利を護るた
めのネットワーク構築

長寿福祉課
（高齢福祉係）

地域包括支援センターと連
携をし、個別ケースで築き上
げられているネットワークを仕
組みとして形づけていく。

高
齢
者
権
利
擁
護
の
推
進

高齢者の権
利擁護にか
かる検討会
の開催

高齢者虐待を含めた高齢者の権利擁護に関する
課題について協議し、地域や関係機関などと連携
して課題解決に取り組みます。

4-4)-④

4-4)-②

成年後見制
度の利用支
援

財産管理や福祉サービスの利用などを自分で行う
ことが困難な認知症の人などに対し、成年後見制
度の利用相談支援を行います。また、身寄りのな
い人や低所得者世帯に対しても、円滑に利用でき
るよう支援します。
「成年後見センターもだま」を中核機関に位置づ
け、既存の取組みの充実や新たな機能の整備に
ついて協議をすすめ、権利擁護支援の地域連携
ネットワークのしくみづくりに取り組みます。
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5-1)-①

介護人材の
確保に向け
た取組みの
推進

介護事業所が魅力ある職場となるよう、介護現場
の生産性向上やハラスメント対策も含め関係機関
と支援を検討します。また、広報を利用した介護の
仕事の魅力発信や就職フェアなど、介護人材の確
保に向けたさまざまな手法について検討を進め、
効果的な取組みを推進します。

介護人材確保の方策
の検討

長寿福祉課
（介護保険係）

介護職員初任者研修補助
事業の見直しの検討をしま
す。

5-1)-②

広域連携に
よる介護人
材確保の推
進

介護人材の確保に向け、滋賀県・近隣市・関係団
体との連携を図りつつ、中長期的な視点を持ちな
がら、総合的な介護人材確保の取組みを推進しま
す。

介護・福祉人材確保
事業

長寿福祉課
（介護保険係）

湖南４市と介護・福祉人材確
保のために連携を図り、介護
人材の確保及び定着のため
の取組を行います。

5-1)-③

ケアマネ
ジャーの人
材確保

居宅介護支援、介護予防支援等の計画作成を担
うケアマネジャーの人材確保のための事業を拡充
していきます。

ケアマネジャーの確保
及び定着支援

長寿福祉課
（介護保険係）

ケアマネジャーの確保及び定
着のための効果的な施策を
検討します。

5-1)-④

介護現場の
生産性向上
の推進

介護現場の生産性向上の取組みは、県が主体と
なって総合的に進めていくため、県の実施する施
策の事業者への周知等を行います。
また、居宅介護支援事業所と介護サービス事業
所との間で毎月やり取りされるサービス提供の予
定や実績をデータ連携することで、業務負担の軽
減を図る「ケアプランデータ連携システム」の普及
啓発を行います。

ICT（情報通信技術）等
のテクノロジーの活用
促進

長寿福祉課
（介護保険係）

介護現場の生産性向上のた
めの県が実施する研修会を
随時事業者へ周知します。
「ケアプランデータ連携シス
テム」の普及方法を検討しま
す。

通所型の介護予防・生
活支援サービス

長寿福祉課
（介護保険係）

サービスの充実及び適切な
利用促進を図ります。

短期集中型サービスＣ
事業

長寿福祉課
（地域支援係）

サービスの充実及び適切な
利用促進を図ります。

5-2)-②

訪問型サー
ビス事業
（介護予防・
生活支援
サービス事
業）

介護予防・日常生活支援総合事業として、多様な
サービス形態による訪問型の介護予防・生活支援
サービスを提供します。 訪問型の介護予防・生

活支援サービス
長寿福祉課
（介護保険係）

サービスの充実及び適切な
利用促進を図ります。

5-2)-③

居宅サービ
ス（介護予
防含む）

要支援・要介護認定者一人ひとりの状態や生活
環境などに応じ、可能な限り住み慣れた地域にお
いて在宅生活を継続していけるよう、介護サービス
事業所調査・ケアマネ調査結果によるサービスの
提供状況やニーズを踏まえつつ、必要なサービス
量の確保に努めます。
また、必要な人が必要な時にリハビリテーション
サービスを利用できるよう、利用者個々の目標が
達成できたら、社会資源に繋ぐようケアマネジャー
や介護事業所に周知を図ります。
在宅における重度の要介護者等のさまざまな介護
ニーズに対応できるよう、定期巡回・随時対応型
訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び
看護小規模多機能型居宅介護等の更なる普及を
図ります。

居宅介護サービスの充
実

長寿福祉課
（介護保険係）

サービスの充実及び適切な
利用促進を図ります。

地域密着型サービスの
提供

長寿福祉課
（介護保険係）

サービスの充実及び適切な
利用促進を図ります。

地域密着型介護老人
福祉施設の整備

長寿福祉課
（介護保険係）

令和８年度開所に向けて、グ
ループホームの整備を推進
します。

5-2)-⑤
施設サービ
ス

在宅生活を支援する居宅サービスとのバランス、
療養病床からの転換、介護離職ゼロに向けた施設
整備などを踏まえ、在宅生活が困難になった要介
護高齢者が円滑に施設サービスを利用できるよう
努めます。

施設サービスの提供
長寿福祉課
（介護保険係）

第９期計画においては特別
養護老人ホームの整備の予
定はありません。令和８年度
開所に向けて、グループホー
ムの整備を推進します。

個別事業名 担当課
100歳
条例

通所型サー
ビス事業
（介護予防・
生活支援
サービス事
業）

事業内容

介護予防・日常生活支援総合事業として、多様な
サービス形態による通所型の介護予防・生活支援
サービスを提供します。
短期集中型サービスＣ事業を利用することで、地
域の通いの場に再度参加したり、本人が楽しみに
していたことが再度できるように働きかけます。

介護の必要な高齢者が住み慣れた地域で安心し
て介護サービスの提供を受けられるよう、国・県か
らの介護保険最新情報等を提供するとともに、地
域密着型サービスの充実及び利用促進を図りま
す。
また、認知症対応型共同生活介護の整備を図り、
地域に密着したサービスの確保に努めます。
なお、県と連携を図りながら広域利用に関する事
前同意等の調整に取り組みます。

5-2)-➀

地域密着型
サービス

5-2)-④

基本
方向

具体
的施
策

計画
書
施策
番号

具体的な
事業

介
護
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

介
護
人
材
の
確
保
・
定
着
の
推
進

サ
ー
ビ
ス
の
充
実
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第9期 栗東市高齢者福祉計画・介護保険事業計画　取組照会
　　　　　　年度別計画

令和6年度計画
個別事業名 担当課

100歳
条例

事業内容
基本
方向

具体
的施
策

計画
書
施策
番号

具体的な
事業

高齢者日常生活用具
の給付・貸与

長寿福祉課
（高齢福祉係）

日常生活用具（電磁調理
器、福祉電話等）を給付又
は貸与することにより日常生
活を安心して送れるよう支援
する。

緊急通報システム事
業

長寿福祉課
（高齢福祉係）

緊急通報装置を貸与し、緊
急事態に対処するとともに、
高齢者から相談に応じること
により日常生活の不安解消と
安全を確保する。

すこやか住まい助成事
業

長寿福祉課
（高齢福祉係）

介護を要する高齢者の既存
住宅の小規模な住宅改修に
ついて、その一部を助成す
る。

徘徊高齢者家族支援
サービス事業

長寿福祉課
（高齢福祉係）

行方不明高齢者位置情報シ
ステム利用助成金制度につ
いて周知を行い、利用者の
拡大に努める。

配食サービス
長寿福祉課
（高齢福祉係）

栄養改善が必要な高齢者や
食材の供給、調理が困難な
状態の人に、自立支援を前
提に弁当を配食し、同時に
安否確認を実施する。

福祉タクシー運賃助成
券交付事業

長寿福祉課
（高齢福祉係）

日常生活を営むのに一定の
支援が必要な人を対象に福
祉タクシーの運賃を助成す
る。

在宅要介護高齢者等
紙おむつ費用助成事
業

長寿福祉課
（高齢福祉係）

在宅高齢者で常時おむつ等
を必要とする要介護３以上の
人に助成券を交付する。

認知症高齢者等事前
登録事業

長寿福祉課
（高齢福祉係）

行方不明のおそれのある高
齢者等を事前に登録すること
によって、行方不明時に早期
発見、保護する仕組み図り、
本人が安心して生活できる
確保と家族等の負担軽減を
軽減します。

障がい福祉課

関係課と連携し、事業所へ
の情報提供および制度の周
知を図ります。

長寿福祉課
（介護保険係）

共生型サービスの利用のた
めに、関係課と連携しサービ
ス調整を行い、事業者に対し
て必要な働きかけを行いま
す。

5-2)-⑧

介護サービ
ス基盤整備
の在り方の
検討

中長期的な介護ニーズの見通し等について、介護
サービス事業者を含め、地域の関係者と共有し、
介護サービス基盤整備の在り方を検討していきま
す。

居宅介護支援及び地
域密着型サービスの充
実

長寿福祉課
（介護保険係）

グループホームの整備事業
者を決定します。

5-2)-⑨
ケアマネジメ
ントの充実

「自立支援についての方向性」について、ケアマネ
ジャー並びに介護サービス提供事業所と共有しま
す。
また、事例検討会等を実施し、自立支援の視点を
持ったケアマネジメントの充実に努めます。

事例検討会等によるマ
ネジメントスキルの向上

長寿福祉課
（介護保険係）

Ｒ５年度から市内のケアマネ
ジャーと検討してきた自立支
援の考え方を取りまとめて共
有します。また、事例検討会
等の企画及び実施を検討し
ます。

地域密着型サービス
事業所の指定、指導
監督

長寿福祉課
（介護保険係）

集団指導及び運営指導の実
施

居宅介護支援事業所
の指定、指導監督

長寿福祉課
（介護保険係）

集団指導及び運営指導の実
施

介護支援専門員連絡
会の開催

長寿福祉課
（介護保険係）

ケアマネジメントに必要な情
報提供をする。

多職種によるケアプラ
ン検討

長寿福祉課
（介護保険係）

介護給付適正化例外給付
検討会にて多職種でケアプ
ラン検討を行う。

5-3)-③

利用者の人
権を尊重し
たサービス
提供の充実

サービス提供事業所に対して、認知症に関する研
修や高齢者虐待防止の啓発・研修会を実施する
とともに、利用者の人権に配慮したケアができるよ
う、事業者自らが実施する関連研修への支援を進
めます。

サービス提供事業所
への研修

長 寿 福 祉 課
（地域支援係・
高齢福祉係）

高齢者や介護家族の多様化するニーズを踏ま
え、高齢者の日常生活を支援するサービスの充実
を図るため、下記の事業を継続していきます。
○高齢者日常生活用具の給付・貸与
○緊急通報システム運営事業
○すこやか住まい助成事業
○行方不明高齢者位置情報システム利用助成
○認知症高齢者等事前登録事業
○配食サービス事業
○福祉タクシー運賃助成事業
○在宅要介護高齢者等紙おむつ費用助成事業

庁内関係課が連携し、障がいのある人と高齢者が
同一の事業所でサービスを受けることができる「共
生型サービス事業所」の設置に向けて、事業者向
けの情報提供を充実するなど、制度の周知を図り
ます。

介護サービ
ス事業所へ
の指導・助
言

5-3)-➀

高齢者の自
立を促す生
活支援サー
ビスの提供

5-2)-⑥

サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上

共生型サービスの周知

5-3)-②

共生型サー
ビスの推進

「給付適正化」研修やケアプラン点検を通じ、ケア
マネジャーの人材育成を進めるとともに、自立支
援・重度化防止等に資する観点からケアプラン検
討を行います。
また、介護支援専門員連絡会において必要な情
報提供を行います。

ケアマネ
ジャーへの
支援の充実

5-2)-⑦

地域密着型サービスについては、指定権者とし
て、「栗東市地域包括支援センター・地域密着型
サービス運営協議会」の意見などを踏まえ、地域
密着型サービス事業所への指導監督を行いま
す。
あわせて、居宅介護支援事業所についても事業
所の指定、指導監督を実施します。
さらに、介護現場の安全性の確保、リスクマネジメ
ントを踏まえて、介護サービス事業所への実施指
導や助言を行うとともに、給付費の適正化事業と
事業所指導を行います。
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第9期 栗東市高齢者福祉計画・介護保険事業計画　取組照会
　　　　　　年度別計画

令和6年度計画
個別事業名 担当課

100歳
条例

事業内容
基本
方向

具体
的施
策

計画
書
施策
番号

具体的な
事業

5-3)-④

介護保険制
度・介護
サービスに
関する
相談体制の
充実

介護サービスをはじめ、さまざまな相談に対応でき
るよう市担当課が連携しながら、対応するととも
に、相談内容に応じて、医療や介護の専門職につ
なぐなど、本人や家族の支援を行います。
介護サービス相談員活動の周知を図り、安心して
介護サービスを利用していただくとともに、気軽に
相談できる相談体制を充実します。

介護相談員派遣事業
長寿福祉課
（介護保険係）

連絡会については、毎月実
施し、相談員の訪問時の不
安点の解消や訪問後の情報
共有などを行い、効果的な
訪問事業の実施を目指す。
新規の事業所等に相談員の
派遣を実施していく。

市ホームページ・広報
による制度周知

長寿福祉課
（介護保険係）

市ホームページ更新
市広報掲載による制度説明
パンフレット配布。 新たに当
初賦課のお知らせを５月市
広報に掲載する。

出前講座
長寿福祉課
（介護保険係）

出前講座による制度周知

介護サービス事業者
評価（自己評価）情報
の公開

長寿福祉課
（介護保険係）

介護サービス事業者評価
（自己評価）情報の公開

介護相談員派遣事業
長寿福祉課
（介護保険係）

連絡会については、毎月実
施し、相談員の訪問時の不
安点の解消や訪問後の情報
共有などを行い、効果的な
訪問事業の実施を目指す。
新規の事業所等に相談員の
派遣を実施していく。【再掲】

関係団体との連携
長寿福祉課
（介護保険係）

県や国民健康保険団体連
合会と連携し、日頃から情報
共有に努め、適切な問題解
決に努める。

市内の通所施設や入所施設に介護サービス相談
員を派遣し、施設利用者の相談に応じて、利用者
の疑問や不満・不安の解消を図るとともに、介護
相談員派遣事業を通して、市と施設双方が派遣
相談業務における気づきや業務の目的を共有でき
るよう努めることで、介護サービスの質的向上を図
ります。
また、市のみでの対応が難しい苦情や問題、市域
を超えた広域的な苦情などについては、県や滋賀
県コミュニティソーシャルワーカーと連携し、適切か
つ迅速な問題解決を図っていきます。

介護保険制
度・介護
サービスの
周知・情報
提供

5-3)-⑤

介護保険をはじめとする各種制度・サービスが適
切に利用されるよう、市広報紙やホームページ、
パンフレットなどさまざまな媒体とともに、出前講座
やイベントなどの機会・場を活用して、制度やサー
ビスの周知・普及に努めます。
また、民生委員児童委員や社会福祉協議会、地
域包括支援センターなどを通じた普及啓発活動も
実施します。
なお、情報提供にあたっては、高齢者一人ひとりの
状況や多様なニーズに応えるよう配慮します。
制度・サービス利用にあたっては、高齢者やその
家族などの自己選択を支援するため、介護サービ
ス事業所に対して、国の介護サービス情報公表シ
ステムの活用や、評価結果の公表などによる情報
提供について促進します。

5-3)-⑥

介護サービ
スに関する
苦情対応体
制の構築
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　　　　　　年度別計画

令和6年度計画

認定調査項目別の選
定状況比較分析の実
施

長寿福祉課
（介護保険係）

調査項目で外部から指摘を
受けた項目について、業務
分析データと乖離がないか、
調査員テキスト内の定義と調
査員の認識に違いがないか
を確認する。

介護認定審査会の適
正な審査の確保

長寿福祉課
（介護保険係）

介護認定審査会の委員への
適正な情報提供を実施す
る。

保険者の視点からのケ
アプランの確認および
その結果に基づく助言
および指導

長寿福祉課
（介護保険係）

ケアプラン確認した中で、必
要なものについて助言・指導
を行う。

介護支援専門員への
指導・助言

長寿福祉課
（介護保険係）

ケアプラン点検において、必
要な指導・助言を実施しま
す。

介護支援専門員への
研修会開催

長寿福祉課
（介護保険係）

地域課題の抽出と課題解決
能力向上のための研修を実
施する。

県・国保連合会主催の
研修会への参加

長寿福祉課
（介護保険係）

実施される研修会に給付実
績点検員と給付担当職員は
積極的に参加する。

リハビリ専門職等の協
力を得た住宅改修の
点検

長寿福祉課
（介護保険係）

福祉用具事業所以外の業者
の住宅改修に伴う案件でリハ
ビリ専門職の関与がないケー
スについて行う。

リハビリ専門職等の協
力を得た福祉用具の
点検

長寿福祉課
（介護保険係）

進行性の疾患等医学的知
識・経験を持つリハビリ専門
職の助言が必要とケアマネ
が判断するケースに対して、
福祉用具の選定について助
言する。

縦覧点検の実施
長寿福祉課
（介護保険係）

国保連合会委託による全件
実施

医療情報突合の実施
長寿福祉課
（介護保険係）

国保連合会委託による全件
実施

担当課

複数月にわたる介護報酬の支払い状況を縦覧点
検により確認するとともに、医療保険の情報との突
合を行い、請求の誤りや重複請求など、不適切な
請求がないかの点検を滋賀県国民健康保険団体
連合会への委託により行います。

③

縦覧点検及
び医療情報
との突合

個別事業名

ケアマネジャーが作成した個別のケアプランを点
検し、利用者のニーズに合った、本人らしく生活し
ていくためのプランになるよう修正を図るなど、保
険者の視点からの確認及びその結果に基づく指
導を行い、その結果が活かされるようフォローしま
す。
また、福祉用具業者を介さない住宅改修につい
て、リハビリ専門職が自宅訪問し、身体状況に応じ
た適切な改修を助言します。また、医学的知識・
経験に基づいたリハビリ専門職の助言を必要とケ
アマネジャーが判断した場合、福祉用具の選定や
住宅改修について適切な給付であるかどうかを点
検・助言し、不適切なものに対して是正を求めてい
きます。
さらに、国保連合会の介護給付適正化システムに
より出力される給付実績等の帳票を活用したケア
プランの点検については、効果的・効率的に実施
するため効果等が期待される帳票を優先して行い
ます。

ケアプラン
の点検

基本
方向

具体
的施
策

計画
書
施策

事業名 事業内容

①

公平・公正な要介護認定調査が行えるよう、正確
な情報の把握に努めます。
判定結果に偏りなく、対象者の状況を十分反映し
たものとするため、認定調査結果について、定期
的かつ一定基準に沿って内容の検証・評価を行う
とともに、認定調査員の勉強会を行い、調査精度
の向上に努めていきます。
また、介護認定審査会の審査の公平性・公正性
を保持するため、認定審査会委員への適正な情
報提供に努めていきます。

要介護認定
の適正化

②
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